
で
あ
る
。
菩
提
と
い
う
こ
と
が
い
か
に
基
本
か
が
、
維
摩
に
よ
っ
て

説
か
れ
る
。

お
わ
り
に

維
摩
経
は
、
仏
教
が
大
乗
に
入
る
と
き
の
、
重
要
な
経
典
の
ひ
と

つ
で
あ
る
。
と
い
っ
て
読
承
と
り
難
い
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
と
、

武
者
小
路
実
篤
の
本
は
云
う
。
経
典
の
な
か
で
、
如
是
我
聞
で
な
く

て
、
ド
ラ
マ
の
形
を
も
っ
て
い
る
。

（
総
合
太
田
病
院
高
等
看
護
学
院
）

奈
良
時
代
か
ら
急
に
中
国
大
陸
の
文
化
・
技
術
が
日
本
に
渡
来
し

始
め
、
漢
方
医
学
・
本
草
学
も
伝
来
し
た
。
日
本
で
は
専
ら
陰
陽
五

行
説
に
基
き
、
薬
剤
と
し
て
は
和
漢
の
生
薬
と
そ
の
製
剤
を
用
い
、

医
師
が
診
断
、
処
方
、
調
剤
、
投
薬
す
る
医
薬
兼
業
の
漢
方
医
学
が

長
く
明
治
初
期
ま
で
続
い
た
。
名
医
の
中
に
は
一
子
相
伝
・
家
伝
の

秘
方
等
を
標
傍
し
て
秘
密
治
療
を
行
う
も
の
も
あ
っ
た
。

西
欧
で
も
昔
は
医
薬
兼
業
で
あ
っ
た
。
長
い
錬
金
術
時
代
の
結

果
、
悲
願
の
不
老
不
死
の
妙
薬
や
黄
金
の
合
成
に
は
至
ら
な
か
っ
た

が
、
化
学
・
薬
学
は
格
段
の
進
歩
発
展
を
な
し
、
医
薬
兼
業
の
医
業

か
ら
薬
業
が
分
派
し
た
。
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
ニ
世
は

一
二
四
○
年
憲
法
を
発
し
、
両
シ
チ
リ
ア
王
国
内
に
お
い
て
医
師
の

薬
局
所
有
を
禁
止
し
、
医
薬
分
業
を
施
行
し
た
。
他
の
西
欧
諸
国
家

も
順
次
医
薬
分
業
を
施
行
し
た
。
新
大
陸
へ
移
住
し
た
医
師
達
の
う

日
本
に
お
け
る
西
洋
医
学
教
育
の

始
ま
り
と
医
薬
分
業
の
始
ま
り

中
室
嘉
祐
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ち
、
英
国
に
留
学
し
て
医
学
を
修
め
ア
メ
リ
カ
に
帰
っ
た
モ
ー
ガ
ン

冒
。
『
鴨
目
は
一
七
六
五
年
、
今
後
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
医
薬
分
業

を
行
う
こ
と
を
主
唱
し
、
一
七
七
六
年
ア
メ
リ
カ
は
独
立
し
、
法
令

に
依
ら
ず
完
全
な
医
薬
分
業
が
ア
メ
リ
カ
全
州
で
行
わ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
西
洋
の
近
代
医
学
は
薬
剤
投
与
の
必
要
あ
る
と
き
は
処
方

菱
を
発
行
し
医
薬
分
業
を
行
い
、
ま
た
開
発
し
た
新
し
い
手
術
方
式

は
公
表
す
る
な
ど
、
秘
密
治
療
を
排
除
す
る
方
向
で
発
展
し
た
。

一
五
四
三
年
種
子
島
へ
鉄
砲
伝
来
の
頃
よ
り
西
洋
の
艦
船
が
来
日

し
、
和
漢
と
は
全
然
異
質
の
文
化
・
技
術
が
渡
来
し
た
。
一
五
五
六

年
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
ア
ル
メ
イ
ダ
は
、
大
分
に
キ
リ
ス
ト
教
の
慈
善

病
院
を
建
設
し
、
外
科
の
医
学
教
育
を
行
っ
た
。
鎖
国
と
な
る
と
、

長
崎
の
オ
ラ
ン
ダ
商
館
医
を
通
じ
て
蘭
学
・
西
洋
医
学
が
少
し
つ
づ

伝
来
し
た
。
オ
ラ
ン
ダ
軍
医
ボ
ン
。
へ
國
日
胃
は
幕
府
の
海
軍
伝
習

教
官
を
も
兼
ね
て
い
た
の
で
、
日
本
各
地
の
大
名
な
ど
か
ら
派
遣
さ

れ
た
医
学
生
が
多
数
集
ま
り
、
西
洋
医
学
の
教
え
を
受
け
た
。
ボ
ン

・
へ
は
医
学
教
育
は
講
義
や
屍
体
解
剖
で
は
不
可
能
で
、
病
院
を
建
設

し
て
病
人
に
つ
い
て
医
学
を
教
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
強
く
幕
府
に
申

請
し
て
、
終
に
文
久
元
（
一
八
六
一
）
年
八
月
十
六
日
、
日
本
最
初

の
洋
式
病
院
、
長
崎
養
生
所
が
開
院
し
た
。
木
造
二
階
建
（
一
二
○

床
）
、
隣
に
は
医
学
所
（
教
室
、
寄
宿
舎
）
が
併
設
さ
れ
た
。
ポ
ン

ペ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
式
の
医
学
教
育
を
行
い
、
学
生
の
臨
床
実
習
は
三

ヵ
月
交
代
と
し
、
処
方
菱
記
載
・
包
帯
学
。
食
事
入
浴
の
監
督
・
調

剤
・
種
痘
の
記
載
・
カ
ル
テ
日
記
の
整
理
な
ど
に
分
属
教
育
し
、
薬

室
に
て
処
方
妻
調
剤
を
も
さ
せ
た
。
こ
れ
は
日
本
に
お
け
る
正
式
な

西
洋
医
学
教
育
の
始
ま
り
で
あ
る
。
以
後
日
本
で
は
付
属
病
院
は
医

学
教
育
の
必
須
の
設
備
と
な
っ
た
。
薬
学
生
が
い
な
か
っ
た
の
で
、

薬
室
に
て
処
方
妻
調
剤
を
行
っ
た
か
ら
、
長
崎
に
学
ん
だ
学
生
は
西

洋
医
学
で
は
医
師
は
調
剤
で
き
る
と
思
っ
た
に
違
い
な
い
。
近
代
西

洋
医
学
は
医
薬
分
業
を
原
則
と
す
る
が
、
ポ
ン
ペ
の
企
画
に
反
し
実

態
は
医
薬
兼
業
の
教
育
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
長
崎
に
学
ん
だ
医
学

生
は
日
本
各
地
へ
帰
り
医
師
が
調
剤
を
行
う
医
薬
兼
業
の
西
洋
医
学

を
日
本
中
に
拡
め
た
。
江
戸
の
西
洋
医
学
所
は
大
学
東
校
、
東
京
帝

大
と
な
り
、
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
ド
イ
ツ
軍
医
ホ
フ
マ
ン
、
ミ

ュ
ル
レ
ル
の
両
教
師
が
来
日
し
ド
イ
ツ
式
医
学
教
育
が
始
ま
り
、
模

範
薬
局
も
建
設
さ
れ
た
が
、
医
局
が
調
剤
を
管
理
す
る
医
薬
兼
業
が

長
く
続
い
た
。

明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
二
月
十
五
日
府
立
大
阪
病
院
が
開
院
し

高
橋
正
純
が
院
長
に
、
蘭
医
エ
ル
メ
レ
ン
ス
厚
日
曾
冒
が
教
師
に
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就
任
し
、
毎
日
の
医
学
講
義
は
邦
訳
さ
れ
、
日
講
記
聞
双
書
と
し
て

次
々
と
木
版
刷
で
出
版
し
西
洋
医
学
を
日
本
中
に
拡
め
た
。
エ
ル
メ

レ
ン
ス
の
指
導
に
な
る
近
代
的
な
病
院
規
則
「
大
阪
府
病
院
各
局
規

則
」
が
開
院
当
日
公
布
さ
れ
、
「
医
局
規
則
」
と
対
等
の
「
薬
局
規

則
」
に
よ
り
、
医
局
発
行
の
処
方
菱
を
薬
局
長
が
管
理
す
る
薬
局
で

調
剤
を
行
う
日
本
最
初
の
医
薬
分
業
が
始
ま
っ
た
。
「
薬
局
規
則
」

に
は
「
薬
剤
〈
入
院
患
者
ノ
処
方
録
外
来
患
者
ノ
処
方
書
ニ
ョ
リ
調

合
ス
ヘ
シ
総
テ
薬
剤
ノ
製
煉
及
上
配
合
ハ
ー
切
司
薬
生
（
薬
剤

師
）
自
ラ
行
上
習
熟
ノ
召
使
タ
リ
ト
モ
之
レ
ニ
取
扱
セ
候
事
堅
ク
厳

禁
タ
ル
ヘ
キ
事
」
等
。
同
院
は
府
立
大
阪
医
科
大
学
病
院
、
大
阪
帝

国
大
学
病
院
へ
と
発
展
し
た
。
長
崎
の
ボ
ン
・
へ
方
式
の
医
学
教
育
に

よ
り
、
医
師
が
処
方
菱
を
調
剤
す
る
医
薬
兼
業
の
西
洋
医
学
が
日
本

中
に
拡
が
っ
て
い
る
時
、
政
府
は
医
・
薬
制
度
確
立
の
た
め
「
医

制
」
を
制
定
し
、
全
国
一
斉
に
施
行
す
る
前
に
、
試
象
に
明
治
七
年

八
月
東
京
・
京
都
・
大
阪
の
三
府
に
布
達
し
た
が
、
そ
の
一
ヵ
年
以

上
も
前
の
明
治
六
年
二
月
十
五
日
、
府
立
大
阪
病
院
で
は
日
本
最
初

な
お
、
東
京
帝
国
大
学
病
院
で
は
長
く
医
局
に
調
剤
管
理
権
が
続

き
、
勅
令
に
よ
り
薬
局
長
が
発
令
さ
れ
医
薬
分
業
が
始
ま
る
の
は
明

上
も
前
の
明
治
六
年
二
月
十
五
日
、

の
完
全
な
医
薬
分
業
を
開
始
し
た
。

治
四
十
一
年
で
あ
り
、
大
阪
病
院
よ
り
三
十
五
年
も
後
で
あ
っ
た
。

そ
の
他
の
帝
大
病
院
に
薬
局
長
が
発
令
さ
れ
医
薬
分
業
が
行
わ
れ
る

の
は
、
更
に
後
で
あ
る
。

（
奈
良
佐
保
女
学
院
短
期
大
学
）
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